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１．会員の別 

（１）代表会員（１艇に１名） 

単独オーナー艇の場合はその方ですが、共同オーナー艇である場合は、その内の１名代表

会員とするものとして他は正会員とします。代表会員は総会での議決権を有します。 

（２） 正会員 

特に共同オーナー艇においては、代表会員以外のオーナーの方々に、正会員になってい

ただきたいと思います。又ご家族やクルーの方々も正会員になれます。 

（３）賛助会員 

     クラブの目的に賛同して賛助金の拠出またはその他の援助を行っていただける方には賛

助会員になっていただきたいと思います。また三崎マリンに艇を置いていない方および置

いていても特別な理由で代表会員のいない艇の方は賛助会員となります。 

 

入会申込書送付先 

E-mail のみとさせて頂いております。 

 油壺ヨットクラブ代表メール ayc@ayc-jp.net 

 担当者：古田   jpn4717@yahoo.co.jp 

 

２．入会審査については理事会で審査しますが、理事会がない期間では約１ケ月を要してｎｅｔで審

査します。理事会の賛成多数で承認されます。審査結果をお送りしますので、承認された方は入

会金及び年会費を振り込んで下さい。 

 入会金（初年度のみ） 年会費 

(1) 代表会員 １０，０００円 １０，０００円 

(2) 正会員 ２，０００円 ３，０００円 

(3) 賛助会員 ２，０００円 ３，０００円 

 振込先 口座 引継中／引継ぎ終了後にご連絡します。 

  口座名：油壺ヨットクラブ 会計 森 理子（モリ ミチコ） 

※注 ＰＣ振込みの場合は 口座名を全部記入してください。 省略すると入金ミスになります。 

○振込人の氏名・艇名を必ず明記してください。会社名ではどなたかわかりません。振込手数料

はご負担ください。 

 

３．代表会員にはクラブバージとスターンステッカーを差し上げます。また、お知らせ等を送付しま

す。各行事へ積極的に参加して会員仲間と充実したヨットライフをお過ごし下さい。 

以上 

 


